
～裏面に、具体的な講座のイメージを載せましたのでご覧ください～
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「お勝手講座」とは ・ ・
昨年度実施した、「神流町生涯

学習に関する住民意識調査」の

結果から町民のみなさまが、生

涯学習に関して、様々な内容の

ニーズがあることがわかりまし

た。

そこで、教育委員会ではみな

さまの多様なニーズにお応えす

る た め 、「 神 流 町 お 勝 手 講 座 」

を開設することとなりました。

「お勝手」には「自由な発想で

学びたいことを学ぶ」という意

味が込められています。

町民のみなさまのご利用をお

待ちしています。

お問い合わせ・お申し込み先 神流町教育委員会事務局 ５７－２１１１（内線２２４）

町民のみなさまへ 保存版

具体的にはこんなことします。

○町民のみなさまの「学んでみたいこと」についての相談業務を行います。

○「学んでみたいこと」について、講座開設のお手伝いをします。

・参加者募集の広報 ・講師探し ・会場設定 ・講師と参加者間の調整など

（注 講師についてはなるべく無料できていただける講師を探しますが、

講座開設に係る諸経費は、参加者の方のご負担となります。）



①「学んでみたいこと」があったらまずはお電話を（ＦＡＸ・メールでも受付ＯＫ！）

電話では、①氏名 ②住所 ③連絡先 ④学んでみたいこと ⑤時期・曜日・時間帯

などの希望 ⑥個人でのお申し込みか、団体でのお申し込みか などをお聞きします。

②教育委員会担当者が、参加者募集・講師の選定・会場の確保 などを行います。

（学習内容によっては５名以上）

③教育委員会担当者から、申込者へ講座開設の連絡をします。

講座開設の連絡では、①開催日時 ②開催場所 ③実施人数 ④必要経費などをお伝

えします。（他の方には書面で送付します）場合によっては開催不可の連絡をします。

・会場準備 ・当日の進行

・撮影 ・講師の接待

等をお手伝いします。

お問い合わせ・お申し込み先

神流町教育委員会事務局 生涯学習担当

電話 ５７－２１１１（内線２２４）

ＦＡＸ ０２７４－５７－３３９９

メール syakyou@town.kanna.gunma.jp

（ＦＡＸ・メールの方は「申し込みフォーム」をご利用ください）
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○ 月 ○ 日 ○

時 か ら ○ ○

で 健 康 食 教

室 を 開 き ま

す 。 費 用 は

○○円です。
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楽 し み に し

て い ま す 。

ご不明な点は、どんなことでもお気軽にご連絡ください。

「神流町お勝手講座」の実施イメージ



お問い合わせ・お申し込み先 神流町教育委員会事務局 ５７－２１１１（内線２２４）

町民のみなさまへ 保存版


